
 

 

福山市開発審査会提案基準通則 

 

（制定） 

第１ 都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）第３４条第１４号及び都市計画法

施行令（昭和44年政令第158号。以下「政令」という。）第３６条第１項第３号ホの規定の運用に

ついての基準として、福山市開発審査会提案基準（以下「提案基準」という。）を定めることとす

る。 

（目的） 

第２ 提案基準は、市街化調整区域内における開発行為（以下「開発」という。）又は建築行為等

（用途の変更及び建設行為を含む。以下「建築等」という。）の内容が、法の趣旨を逸脱しない範

囲で社会的妥当性を有し、かつ、類型的に確認できるものを対象として定め、もって許可事務の処

理の効率化及び迅速化を図ろうとするものである。 

（取扱い） 

第３ 提案基準は、原則として許可し得る基準として取扱うものとする。 

（許可基準） 

第４ 申請地が、政令第２９条の９各号に掲げる区域（市長が別に定める区域を除く。）でないこ

と。（施行期日） 

第５ 提案基準は、別に定める場合を除き、制定又は改正について審査会の議を経た日の翌日から施

行するものとする。 

（改廃に伴う経過措置） 

第６ 提案基準の改正又は廃止が行われた際、既に受付をしている申請については、なお従前の例に

より取り扱うものとする。ただし、基準緩和のための改正については、この限りでない。 

 

附則 

この基準は、2000年（平成12年）７月１日から施行する。 

附則 

この基準は、2008年（平成20年）７月12日から施行する。 

附則 

この基準は、2015年（平成27年）11月18日から施行する。 

附則 

この基準は、2024年（令和６年）４月１日から施行する。 

附則 

この基準は、2025年（令和７年）４月１日から施行する。 

  


